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【手続補正書】
【提出日】令和2年8月28日(2020.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニューロン炎症状態の処置を必要とする患者において前記ニューロン炎症状態を処置す
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る方法であって、
　以下の式：
【化１】

　を有する化合物のうち少なくとも１つの前記化合物の治療的有効量を前記患者に投与す
ることを含み、
　ただし、前記ニューロン炎症状態がＡＤの場合は、前記化合物がクロモリン二ナトリウ
ム、Ｆ－クロモリン二ナトリウム、ＥＴ－クロモリンまたはＦ－ＥＴ－クロモリンではな
い、方法。
【請求項２】
　前記化合物が下記の式：
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【化２】
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　を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ニューロン炎症状態が筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）である、請求項１または請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ニューロン炎症状態がアルツハイマー病（ＡＤ）である、請求項１または請求項２
に記載の方法。
【請求項５】
　前記ニューロン炎症がハンチントン病（ＨＤ）である、請求項１または請求項２に記載
の方法。
【請求項６】
　前記ニューロン炎症がパーキンソン病（ＰＤ）である、請求項１または請求項２に記載
の方法。
【請求項７】
　前記ニューロン炎症状態が虚血性脳卒中である、請求項１または請求項２に記載の方法
。
【請求項８】
　前記ニューロン炎症状態がプリオン病と関連がある、請求項１または請求項２に記載の
方法。
【請求項９】
　前記化合物が腹腔内に（ＩＰ）および／または静脈内に（ＩＶ）投与される、請求項１
～８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記化合物が経皮投与される、請求項１～８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記化合物が吸入により投与される、請求項１～８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記化合物が、１日あたり約１ｍｇ～約１０００ｍｇの用量で投与される、請求項１～
１１の何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記化合物が１日あたり約１０、約２０、約３０、約５０、約１００または約５００ｍ



(6) JP 2019-524865 A5 2020.10.8

ｇの用量で投与される、請求項１～１１の何れか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　ＣＤ４＋；ｓｉＲＮＡ；ＡＬＳを寛解させるｍｉＲＮＡ；グリア形態修飾剤；ＳＯＤ１
制御薬；およびリルゾールから選択される第２の化合物を同時投与することをさらに含む
、請求項１～３，９～１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　抗凝固薬およびＡＤに対する標的薬から選択される第２の化合物を同時投与することを
さらに含む、請求項１，２，４，９～１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　ＡＤを寛解させる抗体標的薬から選択される第２の化合物を同時投与することをさらに
含む、請求項１，２，４，９～１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　ＡＤを寛解させる抗炎症標的薬から選択される第２の化合物を同時投与することをさら
に含む、請求項１，２，４，９～１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　ＡＤを寛解させるタウ標的薬から選択される第２の化合物を同時投与することをさらに
含む、請求項１，２，４，９～１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　ＡＬＳを寛解させる抗体標的薬から選択される第２の化合物を同時投与することをさら
に含む、請求項３，９～１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　ＡＬＳを寛解させる抗炎症標的薬から選択される第２の化合物を同時投与することをさ
らに含む、請求項３，９～１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　アミロイドーシスまたはタウオパチーに関連する神経変性を寛解させる標的薬から選択
される第２の化合物を同時投与することをさらに含む、請求項１～１３の何れか１項に記
載の方法。
【請求項２２】
　ＰＤを寛解させるαシヌクレイン標的薬およびＰＤを寛解させるパーキンソン病の標的
薬から選択される第２の化合物を同時投与することをさらに含む、請求項６，９～１３の
何れか１項に記載の方法。
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